
電子申請の申請方法
（消防用設備等点検結果報告書）



①検索

②



③



④



⑤

⑤



エクセルが使用できる場合

⑥ ⑥
「名称」又は「所在地」のフィルターで検索をかけます。



⑦

スマホ等による検索で、
エクセルが使用できない場合 ※シートが４分割されています

フィルターでの検索ができないため、自力で検索する必要があります。
検索が大変ですので、エクセルが使用できるパソコンで検索又は中消防署、南消防署予防担当に問い合わせてください。



⑧

⑨

⑩

⑧事業所名で検索
⑨該当事業所を選択
⑩ OKをクリック



名称と住所を確認する。
以下の内容をメモ等に控える。
「防火対象物番号」 「台帳番号１」 「台帳番号２」 「棟番号」

１６６１０ ０４０ ０４０２ １

⑪

※ １棟ごとの申請となります。
複数棟まとめての申請はできません。

※所在地が合っていることを確認してください。



⑫



⑬

⑬



⑮

⑭



入力担当者の

「連絡先（電話番号）」

「氏名」

を入力

⑯



⑰ 申請日を入力

⑱
防火対象物の届出者情報
を入力

赤枠部分を入力



先ほど調べた防火対象物
の情報を入力

防火対象物番号 「16610」
台帳番号１ 「040」
台帳番号２ 「0402」
棟番号 「1」

⑲

赤枠部分を入力

赤枠部分を入力

防火対象物の情報を入力⑳



点検を実施した消防用設備等をクリックする ・・・大分類
㉑



大分類
【消火設備】
【警報設備】
【避難設備】
【その他（１）】
【その他（２）】

チェックを入れた消防用設備等のみ
大分類の下欄に「点検結果の判定」
を入力する項目が追加されます。

㉒



㉓

㉔

ページの下へスクロールすると、「不良内容」、
「申請に必要となる添付書類」があります。

「不良内容」を
簡易的に記載します

「届出書一式」を
添付します

㉕



入力の確認ページになります



㉖ 内容を確認し、間違えがなければ
クリックし、申請は終了となります。



申請後、以下の内容のメールが届きます。
ＵＲＬをクリックすると、次ページの画面に移行します。



「受付済」の表示



消防の担当者が申請を確認すると、
対応ステータスが「処理中」に変わります。

「処理中」の表示



消防の担当者が内容を確認すると、以下のメール（交付物）が届きます。
ＵＲＬをクリックすると、次ページで届出書の鏡をダウンロードできます。







消防の担当者が受付処理を完了すると、以下のメールが届きます。



対応ステータスが「完了」の表示になると、
申請が終了したお知らせとなります。



続けて（又は次回）、申請をする場合は、「この申請をもとに新規申請」をクリックすると、
前回申請した内容が添付ファイル以外すべて反映されてます。
変更箇所を修正するのみになるため、申請時間の短縮となります。

【参考】

設備業者の方は、「入力担当者の項目」以外をすべて変更することとなるため、入力の
際は気をつけてください。


